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新
世
制
下
回
企
業
企
そ
白
指
導
者

O 
八

新
瞳
制
下
の
企
業
三
そ
の
指
導
者

大

塚

朗

新
健
制
に
於
け
る
企
業
の
行
く
方

『
今
中
わ
が
閣
は
世
界
的
大
動
乱
の
洞
中
に
於
て
、
東
亜
新
時
序
回
建
設
と
い
ふ
未
官
有
田
大
事
業
に
遡
詮
し
つ

L

あ
る
。
と
白
秋
に
官
り
世
界
帯
勢
に

即
屈
し
つ

L
龍
〈
支
那
事
慶
白
島
盟
十
倍
完
還
す
る
と
共
に
、
誕
ん
で
世
界
新
秩
序
の
建
設
に
指
導
的
役
割
を
果
す
た
め
に
は
、
国
家
間
民
の
総
力
量
最
高

度
に
愛
揮

L
て
ζ

白
大
事
業
に
集
中
し
、
如
何
な
る
事
態
が
愛
生
ず
る
と
も
濁
自
の
立
揚
に
掛
て
話
謹
果
敢
且
つ
有
数
遁
切
に
と
れ
に
封
庭

L
得
る
で
つ
、

高
度
国
防
幽
露
目
搬
制
を
盛
へ
ね
ば
な
、
b
由
。
珂
し
て
高
度
岡
防
凶
抵
の
基
礎
は
強
力
な
る
閣
内
位
制
に
ま
り
る
白
で
あ
っ
て
、
と
ミ
に
政
治
、
経
皆
、
歌

育
、
文
化
等
あ
ら
ゆ
る
闘
家
闘
民
生
活
の
領
域
に
於
け
る
新
睡
制
確
立
白
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
n』

右
は
、
今
年
八
月
中
旬
頃
よ
り
急
激
た
進
展
態
勢
を
現
示
し
て
来
た
所
謂
新
開
制
運
動
D
本
質
的
意
義
を
問
明
ナ
ペ
〈
、
そ
の
首

導
者
近
衛
公
闘
が
新
睦
制
準
備
曾
第
一
同
線
曾
に
述
べ
ら
れ
た
る
聾
明
中
白
胃
頭
言
で
あ
向
。
新
醐
開
制
運
動
は
本
文
執
筆
白
今
日
で

は
‘
未
だ
そ
の
桜
閥
系
統
も
充
分
に
整
備
せ
ら
れ
や
、
況
や
そ
D
同
有
の
使
命
た
る
庶
制
革
新
白
具
鱒
的
展
開
様
相
も
正
確
に
は
見

透
し
を
つ
け
難
い
段
階
に
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
第
一
同
準
備
品
開
以
来
的
外
世
上
に
現
は
れ
た
詩
情
勢
を
窺
ひ
、
他
方
又
近
衛
公
霞

が
此
の
運
動
に
於
て
占
め
る
固
有
の
位
置
を
顧
み
て
判
断
す
れ
ば
、
前
掲
聾
明
胃
頭
言
の
趣
旨
K
針
し
て
、
モ
れ
が
新
韓
制
運
動
。

今
後
の
展
開
過
程
の
上
で
持
つ
で
あ
ち
う
決
定
的
意
義
に
就
昔
、
特
別
た
重
要
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
蓋
し
、
か
の
胃
頭
言
は

新
睦
制
運
動
。
本
質
的
、
根
康
的
意
義
に
闘
す
る
近
衛
公
爵
の
確
信
的
所
見
を
表
明
し
た
る
も
白
と
し
て
、
長
く
此
の
運
動
の
土
に

週報203説、 z頁。



現
寅
的
規
範
力
を
維
持
し
て
行
〈
に
建
ひ
無
い
》
一
判
断
さ
れ
る
。
吾
人
の
一
所
見
に
よ
れ
ぽ
、
そ
白
中
に
は
新
樫
郁
蓬
動
の
全
償
E
貰

い
て
と
れ
を
制
約
ず
べ
き
核
心
的
に
し
て
且
つ
直
接
的
友
る
運
動
目
的
と
並
に
そ
の
目
的
D
潟
D
宵
践
行
動
に
劃
す
る
指
導
的
目
標

と
が
、
倒
め
て
端
的
に
指
摘
さ
れ
、

一
義
的
に
確
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
新
館
制
運
動
は
如
何
た
る
芭
接
目
的
の
鋳
に
奉
仕

す
べ
き
一
も
の
で
あ
る
か
、
而
し
て
叉
新
鶴
制
運
動
が
そ
の
日
的
に
建
ナ
る
鋳
の
手
段
的
責
践
は
如
何
な
る
指
準
的
目
標
を
遁
求
す
ベ

き
も
の
で
あ
る
か
ど
、
そ
の
巾
に
極
め
て
雄
犀
率
直
怒
る
文
態
を
以
て
蓮
べ
ら
れ
て
ゐ
る
D
で
あ
る
。
と
れ
に
よ
れ
ば
新
惜
制
運
動

は
我
皇
幽
に
於
け
る
高
度
園
防
固
家
の
建
設
完
成
を
直
接
D

一
義
的
目
的
と
し
て
ゐ
る
己
と
が
分
る
。
皇
国
高
度
国
防
園
家
の
建
設

が
、
畷
古
の
歴
史
的
特
換
期
た
る
現
下
の
間
際
関
係
忙
針
虚
し
て
、
皇
園
閲
瞳
的
理
想
の
完
途
白
震
に
絶
封
不
可
快
の
前
提
保
件
た

る
所
以
の
認
識
に
立
脚
し
て
、
新
酬
間
制
を
そ
れ
忙
針
す
る
基
礎
的
地
盤
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
新
鱒
制
運
動
は
、
右

の
直
接
目
的
を
建
ず
る
偏
に
『
政
拾
、
経
済
、
教
育
、
文
化
等
あ
ら
ゆ
る
園
家
圏
民
生
活
の
領
域
に
於
け
る
鶴
制
一
新
』
を
目
標
と
し

て
D
諸
賢
践
を
強
力
に
展
開
ナ
ペ
き
も

D
で
あ
る
己
と
が
そ
と
に
力
強
く
要
請
さ
れ
亡
ゐ
る
。
惟
ふ
に
、
新
館
制
運
動
の
具
酬
閥
的
K

し
て
直
接
な
る
回
的
は
、
高
度
岡
防
図
家
白
建
設
て
ム
一
離
に
存
し
て
を
り
、
而
し
て
、
新
穂
制
運
動
の
共
髄
的
目
標
内
容
は
右
の

目
的
に
制
約
せ
ら
れ

E
っ
と
れ
忙
師
槽
す
る
全
面
的
園
内
瞳
制
白
一
新
で
あ
る
。
夜
に
、
明
確
に
、
新
鶴
制
運
動
の
本
質
的
性
格
を

把
握
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
認
識
と
そ
れ
へ
の
承
認
と
に
就
て
、
推
進
者
唐
聞
に
一
人
で
も
異
心
異
論
が
あ
る
や
ろ
で
は
、

億

心
て
ふ
闘
鰐
的
契
機
を
本
質
的
属
性
と
し
て
強
力
に
推
進
せ
し
め
ら
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
新
鎧
制
運
動
も
、
既
に
そ
の
出
費
貼
か
ち
根

抵
の
段
裂
を
売
れ
ざ
る
E
と
に
怠
る

D
で
あ
る
。

新
鱒
制
運
動
に
と
っ
て
、
し
か
〈
重
要
在
意
義
を
占
め
る
高
度
園
防
園
家
の
建
設
も
、
と
れ
が
概
念
に
つ
い
て
未
だ
政
治
的
に
棒

新
世
制
下
白
企
業
と
そ
白
指
導
者

O 
ゴb



新
瞳
制
下
回
企
業
と
そ
白
指
導
者

O 

威
あ
る
理
路
明
快
の
理
論
的
説
明
が
奥
へ
ち
れ
て
ゐ
る
の
を
知
ち
友
九
円
。
吾
人
も
ま
た
蕊
で
そ
れ
に
就
て
特
に
詳
鰐
な
る
考
察
を
進

む
べ
き
徐
裕
を
持
っ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
と
れ
忙
就
て
の
吾
人
。
所
見
を
一
一
吉
ナ
る
た
ら
ば
、
我
が
皇
園
に
於
け
る
一
両
度
閥
防
岡
家

一
方
か
ら
見
て
皇
固
の
政
治
的
組
織
面
、
又
他
方
か
ち
見
れ
ば
皇
闘
統
治
の
機
関
艦
系
が
皇
凶
の
存
立
と
皇

の
建
設
の
努
力
と
は
、

基
白
恢
弘
と
を
阻
む
外
敵
陣
碍
に
封
し
て
最
高
白
撃
破
能
力
を
獲
得
し
得
ペ
昔
も
の
と
怠
る
や
う
に
、
そ
の
目
的
白
潟
に
、
白
百
園
要

索
D

一
切
が
、
集
中
的
に
動
員
さ
れ
て
最
高
度
の
能
率
在
費
揮
す
る
に
至
る
と
と
で
あ
る
と
い
へ
や
う
。
而
し
て
、
己
れ
が
賓
現
の

潟
に
は
、

我
が
政
治
、

経
済
、
文
化
等
、

園
民
生
活
白
百
般
方
面
に
闘
す
る
償
制
一
新
の
必
要
不
可
避
な
る
は
、

凡
そ
岡
家
、

方
我
が
闘
家
の
現
闘
際
政
局
に
於
け
る
園
防
関
係
と
他
方
に
国
家
、
図
民
生
活
に
於
け
る
現
欣
と
を
謝
服
せ
し
め
て
考
察
す
る
も
の

古室

一
致
し
て
到
著
ナ
ペ
青
必
然
的
結
論
で
あ
る
。

一
黙
D
疑
義
も
存
ナ
る
徐
地
が
無
い
。
就
中
、
産
業
げ
ん
は
克
に
底
〈
経
済
白
面

に
於
て
は
、
高
度
図
防
図
家
建
設
の
震
に
そ
の
面
の
果
す
べ
き
役
割
が
特
別
に
重
大
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
謝
し
て
格
別
に
顕
著

‘
な
る
鴨
制
一
新
を
断
行
す
べ
き
と
と
が
要
望
さ
れ
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
利
潤
至
上
主
義
を
経
と
し
、
自
由
主
義
を
緯
と
し

て
構
成
さ
れ
て
来
た
偲
統
久
し
雪
経
済
制
度
の
現
献
が
我
が
国
力
諸
要
素
を
し
て
高
度
闘
防
闘
家
の
建
設
の
方
向
線
に
沿
ム
で
そ
れ

の
最
高
能
率
を
漏
養
護
揮
せ
し
め
ん
'
と
す
る
目
的
と
矛
盾
す
る
欺
況
に
あ
る
E
と
L
、
従
っ
て
又
蓮
に
図
民
経
済
の
全
範
域
に
渉
る

計
調
的
統
制
強
化
の
賓
現
の
必
要
切
在
る
も
の
が
あ
る
こ
と
の
、

一
般
に
認
識
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。

経
済
機
構
の
革
新
は
、
と
れ
も
吃
一
慨
に
い
ふ
た
ら
ば
、
相
互
に
密
接
に
関
聯
す
る
二
方
面
を
持
っ
て
ゐ
る
o

そ
の
二
方
面
は
図
民

経
済
的
構
成
値
白
木
賞
に
属
す
る
右
機
的
闘
聯
比
よ
っ
て
相
互
に
結
び
合
は
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

一
方
の
革
新
は
必
然
的
に
他
方
の

革
新
を
件
は
ね
ば
た
ら
む
。
経
務
機
構
白
雨
方
面
と
は
、
関
民
経
済
の
全
範
域
に
渉
っ
て
と
れ
を
包
括
す
る
総
櫨
面
的
機
構
と
、
そ

i且報201旗には、陸軍省情報首局が噛防凶家建設D車、韮n詳密具世的に読明L
てゐられる。
杏人出蕊にい点、統治機闘とは、皇園田大御親に Lて又皇図統治D 主慨にあら
せ給品上榔一人が皐闘を惜しめし給ふ大業に役Jνーヲ一切白人的物的要素を

い-'。
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。
鳩
韓
国
的
機
棒
に
支
へ
ら
れ
て
自
己
白
存
立
を
保
ち
た
が
ち
、

一
一
回
又
そ
の
線
鶴
面
的
機
構
D
椿
成
的
要
素
と
在
っ
て
己
れ
が
存

立
を
支
持
し
て
ゐ
る
と
と
る
の
単
位
経
済
面
的
機
構
主
で
あ
る
。
利
潤
至
上
主
義
乃
至
利
己
至
上
主
義
て
ふ
主
瞳
的
原
理
と
自
由
主

義
て
ふ
環
境
的
原
理
と
の
内
外
雨
面
の
原
理
を
止
揚
し
て
、
図
民
経
済
全
慨
が
園
防
闘
家
目
的
指
向
D
計
劃
的
統
制
白
原
理
に
よ
っ

て
再
編
成
せ
ら
る
べ
き
揚
合
、
機
棒
の
革
新
は
、
た
だ
総
瞳
面
的
機
構
革
新
白
線
白
み
に
停
頓
し
て
ゐ
る
こ
冒
と
を
許
さ
れ
友
い
。
国

民
経
済
的
機
構
は
、
今
や
圃
民
経
済
の
内
容
金
剛
閣
が
白
魔
的
に
図
防
園
家
建
設
目
的
に
向
っ
て
集
中
的
に
動
員
せ
ら
れ
得
べ
昔
己
と

を
基
準
と
し
て
、
全
面
的
に
再
編
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
己
ろ
の
、
い
は
w
h

逗
命
D
時
機
に
際
曾
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
革
新
進

展
白
過
程
に
於
て
、
箇
々
の
車
位
経
済
殊
に
生
産
機
能
的
情
位
経
済
白
内
面
的
機
構
D
革
新
は
如
何
に
な
さ
る
べ
き
で
る
り
、
又
如

何
に
友
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
、
比
の
革
新
は
賓
際
上
に
は
、
綿
惜
面
的
被
椿
D
革
新
と
離
れ
て
草
濁
に
窓
意
的
に
行
は
れ
得

べ
き
も
の
で
は
た
い
が
、
考
察
と
し
て
は
、

一
膝
己
れ
を
中
心
的
封
象
と
し
て
皐
濁
に
取
上
げ
る
乙
と
は
出
来
る
。
既
に
今
日
に
於

て
、
皐
位
経
済
的
機
構
の
革
新
は
そ
れ
に
閲
し
て
各
方
面
の
研
究
を
惹
起
し
て
ゐ
る
如
く
に
見
え
る
。
し
か
し
、
誌
で
は
、
単
位
経

済
的
組
織
備
に
つ
い
て
、
そ
の
機
構
革
新
白
問
題
を
考
察
す
る
揚
合
の
必
至
的
大
前
提
と
、
並
び
に
か
h

る
前
提
に
制
約
さ
れ
て
の

師
結
た
る
革
新
的
皐
位
経
済
機
構
が
持
つ
で
あ
ら
う
性
格
的
契
機
と
に
就
て
、
端
的
に
私
見
の
要
領
を
遁
ベ
て
ゆ
き
た
い
。

最
初
に
述
べ
島
い
た
通
り
、
新
同
盟
制
運
動
は
高
度
園
防
図
家
建
設
で
ふ
直
接
目
的
D
追
求
を
そ
れ
白
根
本
動
悶
と
し
て
展
開
さ
れ

る
図
家
本
位
的
革
新
運
動
で
あ
る
。
尤
も
、
現
時
我
固
の
到
達
し
た
如
き
高
度
資
本
主
義
制
地
盤
の
上
に
て
、
政
治
、
経
済
、
文
化

等
枇
舎
各
方
面
忙
渉
る
根
本
的
危
革
新
運
動
が
展
開
さ
れ
る
揚
合
に
は
、
そ
の
草
新
D
本
質
的
住
格
が
本
来
は
圃
家
本
位
的
の
も
の

で
る
る
に
し
て
も
、
と
れ
に
針
し
て
動
も
す
れ
ば
、
多
か
れ
少
か
れ
社
合
階
級
本
位
的
革
新

(
m
R
E
R
S
-
E。
ロ
)
の
思
想
及
び
寅
行
運

新
世
制
下
白
企
業
と
そ
白
指
導
者



新
檀
制
下
白
企
業
唱
と
そ
目
指
導
者

動
が
誘
哉
さ
れ
随
伴
便
乗
し
易
き
傾
向
の
存
す
る
と
と
は
事
責
的
に
避
け
難
昔
と
と
ろ
で
あ
ち
う
。
し
か
し
、
現
下
白
新
開
制
的
革

。

新
白
本
質
的
性
格
が
、
唯
物
的
社
曾
主
義
思
想
を
基
礎
と
す
る
一
枇
合
本
位
的
革
新
に
あ
ら
ざ
呂
は
言
を
侯
た
血
と
と
ろ
で
あ
る
。
新

檀
制
的
革
新
白
根
本
理
念
と
す
る
と
こ
ろ
は
純
乎
と
し
て
徹
底
的
な
る
園
家
本
位
的
革
新
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
績
の
本
質
的
性
格
は

些
も
唯
物
的
批
品
開
主
義
の
思
想
に
よ
っ
て
導
き
則
さ
れ
た
も
白
で
は
在
い
。

然
ら
ぽ
、
図
民
経
済
的
生
産
健
来
D
基
本
的
草
位
要
素
た
る
各
事
業
車
位
の
蓮
替
過
程
を
合
理
化
し
て
生
産
力
の
増
強
嬬
大
を
賃

現
し
、
己
れ
を
し
て
計
部
経
済
賞
現
の
潟
の
殺
果
的
捨
曲
者
た
ち
し
む
る
で
ム
基
準
に
よ
っ
て
、
箇
々
の
皐
位
的
経
済
組
織
の
機
構

に
就
て
は
如
何
友
る
革
新
が
行
は
る
べ
き
で
あ
る
か
。
抑
も
、
高
度
図
防
悶
家
建
設
D
震
に
、
図
民
経
済
白
金
域
忙
闘
ナ
る
計
劃
的

統
制
の
強
化
が
要
請
さ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
と
矛
盾
す
る
利
潤
至
上
主
義
、
利
己
主
義
、
自
由
主
義
の
揚
棄
の
不
可
避
的
必
要
が
認
め

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
〈
の
如
き
経
済
関
制
的
奮
原
理
由
揚
棄
と
そ
、
新
館
制
的
経
済
革
新
に
於
け
る
重
要
な
整
理
面
で
あ

る
。
た
だ
滋
に
、
五
日
人
の
注
意
主
要
す
る
の
は
、
経
済
鵠
制
の
原
理
と
し
て
の
利
潤
至
上
主
義
も
、
自
由
主
義
も
、
共
に
、
そ
れ
自

障
が
本
原
的
動
力
た
る
の
で
は
友
く
て
、
そ
れ
ら
は
月
て
生
産
財
産
自
民
有
制
叉
は
分
有
制
を
生
み
親
と
す
る
子
供
た
る
K
過
ぎ
な

い
と
い
ふ
雑
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
新
剛
胆
制
下
に
於
て
そ
れ
の
↑
揚
棄
が
要
請
さ
れ
て
ゐ
る
と
己
ろ
D
蓄
経
済
髄
制
的
原
理
は
い
は

ピ
資
本
民
有
の
制
度
か
ら
、
そ
れ
を
基
本
因
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
生
み
出
さ
れ
子
供
が
本
来
不
良
児
で

あ
る
か
、
優
良
児
で
あ
る
か
り
問
題
は
措
い
て
、
と
も
か

f
‘
経
済
閣
制
の
根
本
に
事
業
資
本
、
乃
至
生
産
財
産
の
民
有
制
度
が
あ

っ
て
、
従
っ
て
又
箇
別
的
民
有
制
に
立
脚
す
る
単
位
粧
済
的
生
産
組
織
が
あ
っ
て
、
始
め
て
利
潤
至
上
主
義
も
自
由
主
義
も
そ
の
母

胎
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
D
で
あ
る
。

E
れ
は
疑
無
雪
悶
某
的
事
賓
で
あ
る
。
勿
論
、
世
界
観
的
、
乃
至
は
政
治
生
活
観
的
立
場
か

除草者情報常局が経済捜制D革新に関聯Lて、時!的和~ì閏至 E 主義原理由揚
棄を主張されるに常 p、そD 趣旨とする Jとこるは、『程皆目合理化によって、
夏に国家公益的に龍事を向上すべきであるとの意であって、いささかもマル
クヌ流の考へであってはならないことを附言ずる、』と述べられてゐるは、蓋
し又吾人と同一白見牌在示すものであらう。(週報20'械、 .2頁)
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ら
む
考
察
、
と
し
て
は
、
自
由
主
義
と
所
有
槽
と
白
聞
に
、

少
〈
ム
」
も
債
値
闘
係
的
に
は
、
右
池
ぷ
る
止
と
る
と
逝
た
関
係
が
あ
っ

め

て
、
自
由
の
要
求
か
ら
財
産
民
有
権
が
維
持
さ
れ
拍
車
展
せ
し
め
ら
れ
て
来
た
と
白
見
解
も
成
立
し
得
る
と
い
へ
や
う
。
し
か
し
、
経

済
的
現
象
形
態
D
商
に
印
し
て
白
問
題
と
し
て
は
、
従
来
の
経
済
的
自
由
主
義
は
而
し
て
殊
に
利
潤
至
上
主
義
の
原
理
は
、
費
に
生

産
財
産
民
有
の
制
度
従
っ
て
箇
別
民
有
制
的
単
位
生
産
経
済
の
組
織
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
生
み
出
さ
れ
、

E
れ
に
よ
っ
て
支
持
瑳

展
せ
し
め
ら
れ
た
、
制
度
の
児
で
あ
る
。

か
く
見
来
る
揚
合
に
、
捜
い
て
直
ち
に
起
る
問
題
は
、
首
商
の
新
開
制
運
動
が
経
済
鰹
制
の
革
新
方
策
と
し
て
、
生
産
の
増
強
摘

大
と
計
劃
的
統
制
と
の
潟
忙
、

利
潤
至
上
原
理
と
自
由
主
義
と

E
排
撃
す
る
に
際
し
で
は
、

そ
れ
ら
の
排
撃
封
象
の
費
生
基
援
た

り
、
生
み
の
親
売
る
生
産
財
産
乃
至
単
位
生
産
経
済
組
織
白
民
有
制
を
徹
底
的
に
撤
陵
ナ
る
で
あ
ら
う
か
、
否
撤
去
す
ペ
昔
も
り
で

あ
ら
ろ
か
、
と
い
ふ
E
と
で
あ
る
。
若
も
、
自
由
主
義
と
利
潤
至
上
主
義
と
の
排
撃
そ
の
と
と
が
、
否
更
に
財
産
民
有
制
そ
の
も
白

の
排
撃
が
究
極
D
目
的
と
さ
れ
る
革
新
運
動
に
就
て

w
h

あ
る
在
ち
ぽ
、
右
の
設
聞
に
封
し
で
は
、
直
ち
に
然
り
と
と
れ
を
肯
定
せ
か

ば
友
ら
む
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
下
日
本
の
具
値
的
問
題
と
た
っ
て
ゐ
る
新
髄
制
運
動
過
程
の
経
済
機
構
の
革
新
は
、
高
度
図
防

園
家
建
設
の
一
錫
白
軍
需
的
生
産
力
誠
充
強
化
及
び
戦
時
下
的
園
民
生
活
安
定
確
保
て
ふ
一
義
的
目
的
を
主
導
因
と
す
る
止

E
ろ
の
図

家
本
位
的
本
新
で
あ
る
と
と
は
既
に
屡
々
指
摘
し
て
沿
い
た
如
〈
で
あ
る
。
か
く
て
、
利
潤
至
上
主
義
と
自
由
主
義
と
を
排
撃
す
る

鴬
に
は
、
生
産
財
産
民
有
制
の
撤
慶
に
迄
も
革
新
の

E
歩
を
進
め
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
右
指
摘
す
る
新
強
制

下
の
経
済
機
構
革
新
運
動
白
本
質
的
性
格
を
基
準
と
し
て
批
判
的
に
決
定
せ
ら
る
べ
き
と
と
に
在
る
。

惟
ム
に
、
法
制
上
白
一
規
定
は
と
も
か
ぐ
と
し
て
、
我
が
園
の
倖
統
的
園
民
感
情
の
上
で
は
、
各
自
の
生
命
も
、
身
憶
も
、
況
や
土

新
控
制
下
白
企
業
と
そ
申
指
導
者

手塚喜郎、プル F ドン左所有棒、(高岡博士組念論文集愚政と経済、口良)参
照。
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新
世
制
下
申
告
業
主
そ
四
指
導
者

四

陛
下
肥
属
す
る
も
白
で
あ
り
、
皇
図
形
成
の
要
素
で
あ
っ
て
、
自
由
主
義

的
、
唯
物
主
義
的
私
物
で
は
友
い
と
い
ふ
白
が
一
般
的
闘
民
的
信
念
に
な
っ
て
ゐ
る
D
で
あ
る
。
自
発
に
ま
で
強
め
ら
れ
た
揚
合
と

地
そ
白
他
の
物
的
財
産
色
、
と
れ
ら
は
皆
悉
〈
、
本
来

然
ち
ぎ
る
揚
合
と
の
別
は
あ
る
が
、
司

apt-

も
か
く
と
れ
は
一
般
的
左
図
民
的
信
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
園
家
線
動
員
法
に
於
け
る
財
産

関
係
的
規
定
の
全
面
的
後
動
に
よ
る
執
行
は
固
よ
り
、
更
に
園
家
権
力
に
よ
る
民
有
財
産
一
切
白
無
償
牧
用
で
さ
へ
も
が
、
我
園
に

於
け
る
そ
れ
の
賞
行
は
、
決
し
て
難
事
で
を
い
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
日
に
於
て
問
題
な
の
は
、
生
産
財
産
民
有
制
↓
般

撤
去
の
可
能
如
何
で
は
な
く
、
か
t
A

石
程
度
比
迄
新
館
制
的
経
消
革
新
を
進
め
て
行
〈
事
が
、
果
し
て
高
度
闘
防
闘
家
建
設
白
目
的

に
封
し
て
皇
圏
内
経
済
的
諸
力
争
最
も
能
率
的
に
利
用
し
得
る
結
呆
を
導
く
に
五
る
か
否
か
の
賄
で
あ
る
。
倫
理
的
に
は
財
産
も
亦

庚
義
の
大
御
賀
で
あ
り
所
有
者
は
今
迄
た
が
受
託
管
理
者
と
し
て
そ
白
地
位
を
許
さ
れ
て
来
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

己
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
瓢
を
願
る
必
要
が
あ
る
。
帥
ち
的
生
産
諸
要
素
D
使
用
底
分
を
内
容
に
し
て
大
政
翼
賛
て
ム
高
貴
な

る
職
能
に
従
事
す
る
者
に
劃
し
て
は
、
そ
の
権
能
に
針
比
す
る
経
済
的
責
任
の
負
捨
を
負
は
し
む
る
己
と
が
、
そ
の
櫓
能
飢
用
と
責

務
荒
怠
と
を
議
防
す
る
作
用
主
持
っ
て
ふ
現
質
的
事
情
が
存
し
て
ゐ
る
と
L
日
、
側
箇
々
の
生
産
活
動
的
車
位
組
織
の
経
済
成
績
に
封

し
て
、
各
別
に
明
確
た
る
債
値
計
算
的
経
理
を
基
礎
と
し
て
の
監
査
を
加
へ
る
と
と
は
合
理
的
生
産
増
強
の
必
要
前
提
を
た
す
所
以

た
る
と
と

Jω
園
民
一
般
を
而
し
て
生
産
業
務
的
職
能
活
動
を
、
全
面
的
に
槽
力
を
以
て
拘
束
し
て
、
完
全
に
経
済
上
の
創
意
的
裁

量
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、
経
済
上
の
能
率
増
進
要
求
と
矛
盾
す
る
と
と
、
等
mu
諸
舗
で
あ
Z

向
。
己
れ
ら
白
諸
舗
を
も
考
慮
し

つ
t
A

、
生
産
財
産
民
有
制
に
闘
す
る
機
構
革
新
の
問
題
を
考
察
す
る
に
高
度
、
図
防
園
家
D
建
設
を
目
的
と
し
て
の
新
鑓
制
下
の
経

情
革
新
は
、
生
産
財
産
、
従
っ
て
生
産
活
動
車
位
組
織
の
箇
別
的
民
有
制
白
徹
底
的
撤
慶
と
い
ふ
深
さ
へ
迄
は
進
み
得
ざ
る
も
の
で

土地所有権回組調性否定自思想は快 L亡曇らしい思想ではな〈て、丹閣にも
古〈酔らある。なほナチス思l怨も根掃に於てほとれを掠ワてゐる。(.I:-I.Sorn-
merfeld， 'Der Unternehmer als Verlwalter von Voll日 verrnog:en，1934， S. 12.， 
A. Herrmnnn u. A. Nitsch， Die Wirtscha{t im national泊oúali~ti~chen Weltbild， 
1934， S. 29なほ、自由主義的祉骨主義者フルードシ靖之、土地はもと、刑『泊三位

6) 



あ
り
、
又
そ
E
迄
は
進
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。
資
金
、
資
材
、
土
地
、
持
働
等
生
産
諸
要
素
の
投
用
及

ぴ
生
産
活
動
白
内
容
に
於
け
る
経
済
的
経
理
等
D
各
箇
生
産
経
済
的
阜
位
過
程
へ
の
公
共
的
又
は
圏
構
的
強
制
干
渉
、
償
祐
、
賃

銀
、
利
梢
壮
一
す
の
経
済
賓
質
的
諸
契
機
へ
の
権
力
的
統
制
は
、
新
樹
制
下
の
経
済
機
構
革
新
進
展
の
過
程
に
於
で
、
わ
柾
々
強
化
促
進
せ

ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
賞
際
上
、
此
の
種
白
必
要
は
著
々
寅
践
的
に
解
決
せ
ら
れ
て
行
〈
に
相
違
た
い
。
け
れ
ど
も
、
革
新
D
深
さ

は
、
新
鰐
制
的
革
新
の
本
質
的
枠
格
土
わ
E
れ
を
見
れ
ば
、
民
有
生
産
制
白
徹
底
的
撤
去
の
線
へ
迄
進
ま
し
む
べ
き
で
た
く
、
又
貫

際
に
進
ま
ざ
る
も
の
で
あ
ら
う
ん
一
見
透
さ
れ
る
。

以
上
は
、
新
館
制
下
の
経
済
機
構
D
革
新
過
程
に
於
け
る
重
要
注
貸
践
項
目
白
一
つ
と
し
て
と
り
上
げ
ら
る
べ
き
生
産
経
済
的
盟

位
組
織
の
機
構
革
新
問
題
に
闘
し
、
て
れ
が
考
察
方
法
の
基
本
的
大
前
提
に
就
て
、
私
見
白
要
鮪
を
蓮
ペ
た
の
で
あ
る
。
此
の
基
本

的
大
前
提
忙
立
っ
て
判
断
す
れ
ば
、
結
局
、
新
館
制
下
の
革
新
的
経
済
機
構
の
中
に
於
て
も
、
企
業
の
存
績
は
首
鼠
で
あ
り
且
つ
必

歪
で
あ
る
と
結
論
せ
ね
ば
在
ら
血
。
己
れ
は
た
だ
原
別
で
あ
る
。
特
別
の
揚
合
に
純
闘
有
的
事
業
白
必
必
な
る
は
論
を
倹
た
由
。

か
〈
の
如
〈
、
新
健
制
下
白
革
新
的
経
済
機
構
内
に
民
有
的
企
業
の
存
穣
の
首
震
が
結
論
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
問
題
は
解
決

し
た
い
。
と
れ
に
績
〈
重
要
注
問
題
と
し
て
、
新
鱒
制
下
の
企
業
の
性
格
如
何
て
ム
重
要
問
題
が
あ
る
。
邸
ち
、
新
経
済
機
構
下
忙

企
業
。
存
績
を
見
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
今
回
迄
の
資
本
主
義
的
経
済
障
制
内
に
で
そ
れ
の
重
要
注
基
本
的
要
素
に
友
っ
て
ゐ
た
企

業
と
の
問
比
根
本
的
た
性
格
差
を
持
つ
も
り
で
友
け
れ
ば
た
ら
た
い
α

悶
民
経
済
壌
で
も
経
営
問
宇
で
も
、
今
日
迄
島
問
は
一
般
に
、

企
業
を
以
で
利
潤
追
求
の
機
闘
と
す
る
見
解
に
立
っ
て
、
そ
と
に
企
業
の
本
質
的
概
念
を
規
定
し
て
来
た
。
と
れ
ば
例
を
皐
げ
る
必

要
の
左
い
事
柄
だ
が
、
試
に
一
例
正
し
て
り

1
ガ
ー
を
指
摘
す
る
な
ら
ぽ
、

彼
は
い
ふ
白
で
あ
る
。
『
企
業
比
経
済
生
活
上
白
活
動

新
世
制
下
回
企
業
、
と
そ
白
指
導
者

ヲ王

骨に閣家に興へたも白で、所謂土地所有躍は岡武に属すとし、土地所有桔白
絶調性を否定Lてゐた。(手塚氏前掲論文10頁参加)
一定白樫能に謝して何等かの ~nち経済的又は地位的責任等丹部的責任を停は
Lめた〈ても、各職龍者が赤誠以て忠勤を帥むことは理想である。 しかし、
現貨ほ必ずLも理想と完全に一致Lないから、各人白利害を以て、それを引
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新
檀
制
下
白
企
業
と
そ
目
指
導
者

ーノ、

に
よ
っ
て
、
利
潤
と
稀
せ
ち
れ
る
貨
幣
所
得
を
追
求
す
る
施
設
で
あ
る
。
即
ち
企
業
白
目
的
如
何
と
い
ふ
た
ら
ぽ
、
そ
れ
は
た
だ
利

潤
を
遁
求
す
る
E
と
で
あ
る
」
。

畢
者
の
概
念
規
定
は
或
目
襟
か
ら
白
理
念
的
典
製
確
立
の
震
に
現
資
へ
の
高
度
抽
象
化
作
用
を
行

ふ
と
と
を
性
質
と
す
る
か
ら
、
具
他
的
現
貨
を
右
の
概
念
L
」
封
照
す
れ
ば
、
そ
己
に
幾
多
の
偏
差
的
現
象
を
見
出
す
と
と
忙
な
る
の

は
議
論
を
倹
た
な
い
。
し
か
し
、
今
日
迄
皐
問
上
通
有
的
に
行
は
れ
て
来
て
ゐ
た
と
己

b
o
企
業
概
念
は
、
企
業
の
現
資
性
格
の
把

握
と
し
て
決
し
て
謀
っ
た
も
D

?
は
な
い

O
で
あ
る
。
今
干
新
韓
制
下
に
、
経
済
機
構
の
一
新
が
急
務
と
在
っ
て
、
利
潤
至
上
原
理

に
闘
す
る
革
新
が
経
済
革
新
の
焦
知
的
位
置
に
立
た
さ
れ
、
利
潤
で
は
注
〈
、
闘
策
的
生
産
の
増
強
が
、
私
怨
で
は
左
〈
、
国
家
的

公
径
が
、
経
済
上
の
優
先
的
動
閃
た
る
べ
し
と
要
請
さ
れ
て
ゐ
る
と
き
に
常
っ
て
、
革
新
的
経
済
機
構
下
に
存
立
す
る
生
産
経
済
的

単
位
組
織
が
前
漣
せ
る
如
き
資
本
主
義
的
性
格
の
把
持
者
た
る
俸
の
企
業
で
あ
っ
て
友
ち
砲
と
と
は
、
い
ム
を
倹
た
ぎ
る
と
と
ろ
で

あ
る
。
革
新
的
経
済
機
構
下
に
存
立
す
る
生
産
経
持
的
皐
位
組
織
は
と
れ
を
企
業
と
呼
ぶ
に
し
て
も
、
そ
の
企
業
の
本
質
的
性
格
は

従
来
D
企
業
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異
っ
た
も
の
で
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
般
制
下
り
経
済
機
構
に
於
て
図
民
経
済
の
重
要
左
皐
位
的
要
素
た
る
べ
き
企
業
白
木
質
的
性
格
は
次
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば

在
ら
ぬ
o

削
ち
、
革
新
的
経
済
機
構
下
の
企
業
と
は
、
園
出
羽
及
び
園
民
の
筑
の
生
産
賃
現
在
究
極
の
目
的
と
し
て
追
求
し
た
が
ら
、

そ
れ
自
慌
白
費
用
補
償
保
件
に
制
約
き
れ
T
運
開
さ
れ
る
箇
別
所
有
制
的
地
盤
上
の
持
領
的
慣
値
活
動
酬
閥
系
で
あ
る
。
費
用
は
箇
別

的
所
有
の
制
度
下
忙
て
、
特
定
生
産
の
局
の
手
段
と
し
て
そ
の
震
の
犠
牲
と
在
る
償
値
で
あ
る
。
従
う
て
、
そ
の
生
産
の
結
果
若
く

は
せ
の
他
の
契
機
が
、
首
該
筒
別
的
生
産
経
済
組
織
忙
針
し
て
そ
の
費
用
を
同
復
せ
し
む
る
作
用
を
寅
現
し
得
な
い
左
ち
ば
、
そ
白

箇
別
的
生
産
経
済
組
織
に
於
て
の
生
産
の
持
績
的
反
復
乃
至
再
生
産
は
遂
に
不
可
能
に
た
り
、
モ
の
生
産
経
済
組
織
は
倒
潰
に
至
ら

首てとする制度によっで、丹部的に職龍上田忠勤陸を保語ずる制度を完全に
摘去することが間車ないとすべきできちる。 又凡ての経済人に封Lて重い待遇
を奥へると ξは貨際上不可能で、それのみを引営たら Lむる ζ 止は向来向。
新組問政策以来に於ける蘇聯目生産車1~担輔自睦済的棚橋はこれに閥聯 LT
好個D参考主主料となる。
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ね
ば
な
ら
ぬ
。
費
用
概
念
D
中
に
は
、
費
用
が
本
来
箇
別
的
所
有
制
度
を
地
盤
と
し
て
そ
白
上
に
立
つ
車
位
的
生
産
経
済
に
於
け
る

生
産
上
の
慎
値
犠
牲
た
の
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
借
入
資
本
及
び
自
己
資
本
に
割
ず
る
一
定
。
利
子
ぜ
び
に
諸
危
険
補
償
料
が
他
の
費

用
諸
要
素
と
併
せ
含
ま
れ
な
く
て
は
在
ら
向
。
企
業
は
岡
家
的
公
益
に
属
寸
る
生
産
賃
現
を
以
て
究
極
の
間
的
と
ず
る
け
れ

E
も、

持
積
的
自
健
存
立
て
ふ
そ
れ
の
本
質
的
性
格
を
維
持
す
る
鴻
に
は
、
少
く
正
も
企
業
一
鵠
計
算
の
上
で
費
用
補
償
の
賓
現
在
る
基
本

的
保
件
に
制
約
さ
れ
る
と
と
を
売
れ
左
い
の
で
あ
る
。
勿
論
若
し
も
、
費
用
補
償
の
保
件
的
要
請
が
園
家
的
公
年
の
優
先
原
理
と
矛

盾
し
衝
突
す
る
揚
合
に
は
、
其
の
傑
件
的
要
請
は
撤
去
廃
棄
せ
ら
れ
注
く
て
は
在
ら
ぬ
。
而
し
て
、
そ
の
揚
合
に
は
、
企
業
の
存
立

そ
の
も
の
も
亦
原
理
的
に
は
廃
棄
せ
ら
れ
る
と
と
に
た
る

D
で
あ
み
o

吾
人
は
、
園
家
的
公
益
優
先
原
理
の
前
提
下
に
賞
現
さ
れ
る

新
経
済
機
構
中
の
企
業
の
革
新
的
性
格
は
利
潤
至
上
目
的
D
撤
去
モ
む
も
の
で
在
け
れ
ば
た

b
阻
と
考
へ
る
。
而
し
で
、
そ
れ
は
、

費
用
補
償
保
件
D
制
約
七
笠
妨
げ
る
も
白
で
は
注
い
の
で
あ
る
。
此
の
僚
件
D
制
約
を
撤
去
す
れ
ば
、
最
早
企
業
は
根
祇
的
に
己
れ
が

存
立
を
止
揚
さ
れ
る
陀
至
る
て
ム
経
済
的
必
然
を
願
友
く
て
は
た
ら
阻
。
企
業
が
利
潤
至
上
主
義
に
立
つ
揚
合
に
は
、
そ
れ
は
或
は

飽
く
己
と
を
知
巳
ぬ
濁
占
利
潤
の
遁
求
ゃ
、
或
は
法
律
的
、
祉
合
的
不
正
義
を
犯
し
て
廟
ね
不
正
利
潤
の
追
求
に
迄
陥
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。
し
か
し
国
家
的
会
集
優
先
原
理
が
制
度
的
機
構
的
に
支
配
す
る
環
境
的
僚
件
に
於
け
る
費
用
問
復
傑
件
の
制
約
は
、
企
業

を
し
て
右
白
如
昔
国
家
悪
、
祉
合
悪
に
陪
ち
し
む
る
危
険
を
件
は
ね
。
企
業
は
企
業
の
佳
で
即
ち
図
案
的
生
産
機
闘
に
長
り
得
る
叫

た
だ
誌
に
一
括
附
言
す
る
を
要
す
る
重
要
事
が
あ
る
。
印
ち
右
の
如
〈
新
閣
制
下
白
革
新
企
業
に
費
用
柿
償
の
制
約
候
件
が
性
格

と
し
て
許
き
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ー
と
し
て
も
、
図
家
若
く
は
公
共
闘
髄
が
無
僚
件
的
に
一
切
の
企
業
に
勤
し
て
費
用
就
中
利
子
費
白

岡
復
を
保
設
す
べ
き
も
の
と
誤
解
さ
れ
て
は
た
ら
ぬ
。
た
だ
、
統
制
債
格
は

E
準
費
用
を
某
礎
と
し
原
則
と
し
て
費
用
従
っ
て
利
子

新
世
制
下
白
企
業
主
そ
の
指
導
者

--b 

私的替利至上主義に立脚する私人の創意は新樺制 l'に於て許さるべきでない
が、国家的会径を促撞助成L少〈ともとれと矛盾せざる筒人の創意賀行の儲
地を完全に閉塞ナる四は、新世制白目的に江口、所以でない。 Gかし、買際に
於ては、 .' ，る公益的創意由貿行も概失にそ D燥地を臨めら恥るに至るであ
らう。
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担
割
世
制
下
の
企
業
と
そ
白
指
導
者

八

費
等
D
諸
要
素
D
同
復
を
可
能
な
ら
し
む
べ
し
と
い
ふ
に
他
注
ら
ぬ
。
現
貰
に
箇
々
白
企
業
が
費
用
を
同
復
、
レ
得
る
己
と
に
左
る
か

否
か
は
、

蛍
該
箇
々
の
企
業
の
運
詩
に
於
け
る
経
済
能
率
に
繋
っ
て
定
ま
る
。
国
家
的
公
訴
優
先
白
原
理
に
従
っ
て
、

逗
盛
田
さ
れ

て
、
而
も
特
に
生
産
費
の
節
約
が
高
度
に
行
は
れ
る
友
ら
、
そ
こ
に
は
費
用
岡
復
以
上
の
企
業
収
益
が
生
じ
得
る
諜
で
、
そ
れ
は
純

粋
の
利
潤
と
呼
ば
れ
得
ゃ
う
。
利
潤
の
腸
属
針
象
は
重
要
注
一
問
題
で
あ
る
。
若
し
誌
に
挑
込
資
本
へ
の
利
子
友
ぴ
危
険
補
償
料
が

合
理
的
に
計
理
さ
れ
て
ゐ
る
詮
ら
そ
れ
へ
白
利
潤
蹄
屈
に
は
根
擦
が
左
い
。
そ
れ
は
、
企
業
の
従
業
者
、
図
家
、
購
買
者
等
に
配
分

蹄
局
せ
し
め
ら
る
ぺ
苦
で
あ
る
。
従
業
者
忙
針
す
る
も
り
は
、
特
別
D
報
償
で
あ
っ
て
、
第
一
義
的
に
刺
戟
的
契
機
の
意
味
を
持
た

ナ
ペ
昔
も
の
で
は
な
い
。
ム
」
に
か
〈
、
経
済
機
構
革
新
論
と
し
て
大
切
た
事
に
は
、
費
用
殊
に
資
本
利
子
の
同
復
が
無
保
件
に
外
部

か
ら
保
詮
さ
れ
得
る
も
の
の
如
脅
誤
解
を
奥
へ
て
は
た
ら
由
。
モ

E
K
生
産
増
進
及
び
生
産
手
段
能
率
向
上
へ
白
努
力
の
勤
囚
と
し

て
、
岡
家
奉
仕
白
道
徳
的
情
熱
に
封
し
、
更
に
自
己
責
任
的
経
済
配
慮
が
加
は
る
の
で
あ
る
。

以
主
に
見
た
る
如
昔
、
新
陣
制
下
に
於
け
る
企
業
D
革
新
的
性
格
は
、
皐
に
企
業
運
替
白
指
導
的
蛍
事
者
が
自
ら
主
観
的
態
度
を

改
め
た
と
い
ふ
だ
け
で
、
と
れ
が
質
規
を
保
殺
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
た
い
と
と
勿
論
で
あ
る
。
更
に
、
粧
消
上
回
行
動
原
則
は
単
に

行
動
主
側
の
素
質
的
態
度
の
産
物
た
る
に
止
ら
や
、

一
居
本
質
的
に
は
そ
D
経
済
行
動
を
競
る
制
度
的
機
構
の
産
物
た
D
で
あ
る
。

前
に
、
利
潤
至
上
主
義
が
生
産
財
産
の
箇
別
的
民
有
制
の
児
で
あ
る
と
い
っ
た
り
も
、
畢
克
、
右
の
如
き
見
解
に
立
脚
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
利
潤
至
上
主
義
白
撤
廃
は
必
し
弘
経
済
制
度
と
し
て
の
生
産
財
産
民
有
制
度
の
徹
底
的
撤
廃
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
先
に
も
い
へ
る
如
〈
、
高
度
同
防
国
家
建
設
で
ム
一
義
的
目
的
の
途
行
の
潟
に
は
、
図
民
経
済
全
障
に
渉
る
計
劃
的
運
用
の
強

化
、
従
っ
て
、
資
金
、
第
働
、
資
材
、
土
地
等
生
産
諸
要
素
の
投
用
、
賃
銀
、
債
格
、
利
潤
等
経
済
過
程
の
内
容
的
諸
契
機
へ
の
芭

新世制下に於ける生産民有嗣1]17...)是認は高度困防園事建設てふ豆上旬的への適
合性にその根繍を持つも白である。 自由主義的所有権概念と公益至上主義的
所有樺U>間には岨別せらるべき本質的差がある白を看過Lてはなら向。筒
人紹割陸自世界視に立脚する所有植概念白色彩は新世制下に於て些も許容せ
らるべき億地を持たない。
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接
的
強
制
干
渉
白
高
度
強
化
が
必
至
附
に
要
清
さ
れ
、
進
ん
で
、
箇
々
の
生
産
経
済
的
車
位
組
織
の
職
制
機
構
に
迄
強
制
干
渉
の
手

が
及
ん
で
行
か
ね
ば
友
ら
自
白
で
あ
る
。
若
し
、
か
L
る
官
公
的
干
渉
制
度
の
強
化

h
fん
で
、
同
時
に
単
位
組
織
の
蓮
管
指
導
者

の
主
観
的
態
度
白
上
に
鐙
革
が
起
る
在
ち
ば
、
生
産
財
産
白
民
有
制
度
は
存
置
さ
れ
在
が
ら
も
、
た
ほ
よ
く
企
業
目
的
を
利
潤
至
上

主
義
か
ら
岡
家
本
位
的
生
産
目
的
に
持
化
せ
し
む
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
の
か
6
A

る
前
提
像
件
が
完
備
す
る
限
り
に
於
て
新
鶴

制
的
粧
済
機
構
に
於
け
る
企
業
白
存
立
は
許
さ
れ
又
そ
白
草
新
的
企
業
の
本
質
が
維
持
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

既
に
、
新
穂
制
的
経
済
機
構
中
に
革
新
的
企
業
の
存
立
が
必
要
で
あ
っ
て
、
又
そ
白
可
能
が
見
透
さ
れ
る
と
す
る
怒
ら
ぽ
、
か
aA

る
企
業
の
運
営
を
指
導
す
る
者
の
任
務
、
資
格
、
並
び
に
と
れ
が
地
位
の
設
置
に
闘
す
る
制
度
等
に
就
て
は
如
何
に
考
ム
ペ
雪
も
り

で
あ
ら
う
か
。
己
れ
が
弐
の
一
問
題
で
怠
け
れ
ば
た
ら
血
。

新
髄
制
下
の
企
業
指
導
者
を
繰
る
諸
問
題

先
づ
、
己
己
に
い
ふ
企
業
指
導
者
D
概
念
を
定
め
て
た
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
査
し
、
経
済
に
関
す
る
墜
問
。
上
で
は
、
古
〈
か
ら
、

E
こ
に
い
ふ
企
業
指
導
者
圭
混
同
さ
れ
易
い
企
業
者
白
概
念
が
慣
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
抗
日
人
全
地
に
取
扱
は
う
と
ナ
る
も

そ
れ
は
特
別
に
概
念
さ
れ
る
企
業
指
導
者
友
白
で
あ
る
。
而

も
、
二
つ
の
概
念
聞
に
は
密
接
の
闘
係
が
あ
る
か
ら
、
企
業
指
導
者
。
概
念
を
明
か
に
す
る
に
必
要
あ
る
程
度
に
於
て
、
所
間
企
業

の
』コ:

経
済
皐
上
に
普
通
に
い
ふ
と
E
ろ
D
企
業
者
で
は
な
〈
て
、

者
。
概
念
に
も
鋼
れ
て
た
か
ね
ば
左
ら
ね
。

企
業
者
概
念
に
就
て
も
、
綜
合
経
済
曲
学
及
び
絞
皆
撃
を
遁
じ
て
一
般
に
完
全
た
る
一
致
が
存
し
て
ゐ
る
識
で
は
友
い
。
し
か
し
、

新
慨
制
下
回
企
業
主
そ
白
指
導
者

九

W. Rieger， Einfuh四 ngin die Privatwirtschaftslehre， ]928， S. 44. 
利子費白岡復が企業存立白直、要保件であるのは言を侠た由。更に、閣民経済
的主任横目上から見ても、筒別的分有制度目存ずる限り、利子は一定の積極的
掛龍を持ヮ Cゐる。即ち、利子は、晴生産別逗J阜白場合に於て、重結主義的
趨済政策由貿現をま豆持法則D 側冒から促進Lて、楳力的続制に協力し、 ζ れ
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新
檀
制
下
白
企
業
と
そ
白
指
導
者

O 

大
四
回
的
見
地
に
於
け
る
通
説
的
概
念
要
素
は
認
め
符
ら
れ
る
。
そ
れ
は
二
つ
で
あ
る
。
邸
ち
、
企
業
者
と
は
ト
企
業
活
動
の
結
某
よ

り
来
る
損
益
を
自
ら
負
強
し
、
二
企
業
構
成
要
素
の
結
合
に
闘
し
て
自
ら
基
本
的
綜
合
的
決
意
を
立
て
、
と
れ
が
起
動
的
執
行
者
た

る
者
で
あ
る
。
此
の
際
、
企
業
過
程
に
於
け
る
各
種
の
具
般
的
弊
働
執
行
D
日
常
的
管
理
に
営
り
又
は
己
れ
を
統
率
す
る
職
能
的
活

動
は
、
貫
際
に
は
屡
と
右
に
い
ふ
基
本
的
綜
合
的
決
意
の
職
能
に
附
随
し
て
同
一
機
関
の
ヂ
を
以
て
行
は
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
.
而

し
て
そ
れ
は
十
全
た
る
意
味
D
具
贈
的
企
業
者
。
内
容
に
屈
し
て
ゐ
る
け
れ

E
も
、
し
か
し
、
か
t
A

る
且
一
膿
的
弊
働
統
率
の
職
能
は

企
業
者
白
本
質
的
職
能
で
た
い
と
見
る
の
が
遁
設
に
た
っ
て
ゐ
る
。
此
の
貼
は
重
要
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
も
せ
よ
、
事
問
上
の
企
業

者
は
大
企
業
若
く
は
株
式
合
枇
組
織
の
企
業
に
於
て
は
、
そ
れ
が
依
如
す
る
と
を
に
な
る
白
で
あ
る
。
十
全
友
る
意
味
の
企
業
者
は

筒
人
的
組
織
の
企
業
に
於
て
の
み
存
在
し
、
そ
の
他
の
揚
合
の
企
業
に
就
て
は
企
業
者
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
人
格
又
は
峨
能

指
首
の
分
裂
が
起
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
右
D
-
及
び
こ
の
職
能
が
分
れ
て
捨
歯
さ
れ
る
肢
で
あ
る
。

企
業
者
概
念
白
通
説
的
把
握
は
右
の
如
〈
で
あ
る
が
、

E
れ
忙
は
左
ほ
特
殊
左
範
時
白
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
蕊
に
取
扱
ふ
企

業
指
導
者
の
概
念
と
掛
照
せ
し
む
る
意
味
に
於
て
特
に
と
れ
を
指
摘
し
て
島
〈
必
要
が
あ
る
。
モ
れ
は
シ
ユ
ム
ベ
ヱ
グ
7
の
企
業
者

概
念
で
あ
る
。
シ
ユ
ム
ベ
エ
グ
7
の
概
念
ナ
る
企
業
者
は
自
ら
企
業
結
呆
白
損
益
負
捨
者
と
怒
る
者
で
は
左
〈
、
文
税
は
企
業
活
動

に
於
砂
る
常
域
的
管
理
者
曹
と
た
る
も
白
で
も
左
い
と
い
ふ
離
で
、
通
設
の
そ
れ
と
は
大
い
に
具
る
性
絡
を
持
っ
て
ゐ
る
。
シ
ユ
ム
ベ

指
導
の
任
に
営
る
者
で
、
指
導
と
は
何
等
か
新
規
な
と
と
、
帥
ち

経
験
的
、
常
現
的
操
作
法
を
以
て
し
て
は
虚
分
の
困
難
左
事
柄
を
貴
行
す
ペ
雪
場
合
に
現
は
れ
て
来
る
職
能
友
白
で
あ
る
。
」
。
要
す

ヱ
グ
ア
は
い
ム
の
で
あ
る
。
「
企
業
者
は
経
済
の
領
域
に
於
て
、

る
に
、
法
律
的
関
係
か
ら
は
、
た
と
へ
企
業
に
於
け
る
「
非
濁
立
的
」
使
別
人
た
る
地
位
の
者
で
あ
っ
て
も
、
製
造
仕
入
販
寅
等
、
何

を助けるf字用をなす。 vgl.H. Bra~utig:am， Wirt~しhaft出y:stem ues N叫山nal-
sozialismU5， 1932， S. 41 
岡家危急白場合には虫1論費用D 同復保件を無視Lて、企業はただ無線件に生
産目的の偶に芽力し活動せねばならぬ。筒人が一死以て幽に殉ずると同ビ聞
係が生産紐済組織の上に現はれる白であるロ
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に
つ
け
有
も
彼
が
企
業
活
動
中
に
創
意
心
、
先
見
。
明
等
の
心
理
性
を
本
質
的
要
素
と
ナ
る
決
意
を
下
し
て
、
モ
白
貫
行
上
の
能
動

的
地
位
を
占
め
る
者
で
あ
る
揚
合
に
、
彼
は
買
の
企
業
者
左
の
で
あ
る
と
い
ふ
白
が
、
シ
L

ム
ベ
エ
グ
ア
の
企
業
者
概
念
で
あ
る
。

五
回
人
の
議
に
取
扱
ふ
企
業
指
導
者
は
通
設
の
企
業
者
と
も
、
又
シ
ユ
ム
ベ
ヱ
グ
ア
的
企
業
者
と
も
、
重
要
友
鮪
に
於
て
其
の
性
質

を
具
に
し
て
ゐ
る
o

卸
ち
、
吾
人
の
鼓
に
取
扱
ム
企
業
指
業
者
は
事
賃
上
、

一
定
の
企
業
的
憤
値
活
動
挫
系
の
賓
現
を
媒
介
す
る
職

能
的
人
員
組
織
に
所
属
し
て
ゐ
て
、
そ
白
人
員
組
織
白
活
動
に
封
す
る
最
高
管
理
者
た
る
の
地
位
を
占
め
、
従
っ
て
又
他
の
組
織
内

成
員
に
封
し
て
は
最
高
統
率
の
職
能
を
と
る
と

E
ろ
の
も
白
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
は
一
箇
人
た
る
E
と
あ
り
、
或
は
又
複
数
民

的
集
園
組
織
た
る
と
と
も
あ
る
。
先
づ
、
，
h

t

A

る
企
業
指
導
者
を
以
上
に
見
た
る
企
業
者
と
封
比
し
℃
其
白
特
質
を
一
居
明
か
友
ら

し
め
や
う
。
仰
企
業
指
導
者
は
、
必
し
も
自
ら
企
業
結
呆
O
損
益
乃
至
経
済
的
危
険
を
負
婚
す
る
も
の
た
る
と
と
を
要
し
友
い
。
彼

は
今
日
迄
の
と
と
ろ
、
筒
人
組
織
の
企
業
に
於
て
は
同
時
に
営
該
企
業
の
所
有
的
主
耀
乃
至
業
主
で
あ
り
、
訟
は
又
曾
枇
形
態
の
企

業
に
於
て
自
ら
株
主
又
は
そ
白
仙
の
持
分
所
有
者
で
あ
る
が
震
に
、
企
業
結
果
白
損
盆
を
少
く
と
も
一
部
負
捨
す
る
立
場
に
立
っ
て

ゐ
る
が
そ
れ
は
企
業
指
導
者
た
る
事
白
本
質
的
要
件
で
は
な
い
。
仰
企
業
指
導
者
は
又
企
業
活
動
の
内
容
規
定
に
就
て
究
極
的
、
第

一
次
的
決
定
者
た
る
と
と
を
要
す
る
‘
も
の
で
は
な
い
り
で
あ
る
。
た
と
へ
、
株
主
総
曾
や
一
般
取
締
役
舎
や
共
白
他
岡
家
機
関
や
公

益
性
経
済
圏
惜
等
が
企
業
活
動
の
内
容
的
規
定
に
闘
し
て
、
強
制
的
命
令
を
奥
へ
て
企
業
白
日
常
的
最
高
管
理
者
に
そ
白
決
意
執
行

の
任
を
課
す
る
揚
合
で
も
、
何
人
か
ピ
右
の
奥
へ
ら
れ
る
決
意
。
執
行
過
程
の
最
高
管
理
者
で
あ
る
な
ち
ば
、
そ
と
に
営
該
企
業
の

指
導
者
が
あ
る

D
で
あ
る
。
的
企
業
指
導
者
は
企
業
に
於
け
る
生
産
諸
要
素
の
新
結
合
の
途
行
有
た
る
己
と
を
要
し
泣
い
。
図
家
の

権
力
的
機
関
や
経
済
統
制
園
躍
等
が
企
業
に
劃
し
て
高
度
の
計
劃
的
統
制
を
加
へ
る
揚
合
に
は
、
企
業
白
常
規
的
最
高
管
域
機
闘
か

新
世
制
下
の
企
業
主
そ
白
拍
車
宥

費用補償保件目制約は、庚義町利l問原理に蝿ず主いへる。蓋L、それは庚義
利iil'J原理由消桂面たる最小損失主主求白性質を告むと見られ得るからである。
Lか L、国家的合益優先原理が支配する環境的保件に於ける費用補償原理は
ホj問主上主義文は最大相11'/筒主義と本質的に持る性質を持ってゐる。告益優先
原理支配下回費用補償原理は必然的に紐替構造又は能率の改善を手段とする

'4) 



新
世
制
下
白
企
業
主
そ
目
指
導
者

ち
新
結
合
決
意
の
職
能
が
大
左
右
程
度
に
奪
ひ
と
ら
れ
る
傾
向
が
額
著
で
あ
る
。
即
ち
、
シ
ユ
ム
ベ
ヱ
タ
7
的
企
業
者
存
立
の
飴
地

が
毎
号
制
限
さ
れ
て
行
〈
白
で
あ
る
。
サ
取
に
取
扱
ム
企
業
指
導
者
は
シ
ユ
ム
ベ
エ
グ
ア
的
企
業
者
と
は
異
り
、
受
動
的
常
現
的
結
合

た
る
と
新
規
創
意
の
結
合
た
る
1
f
一
を
問
ふ
と
と
た
く
、

た
だ
一
定
D
企
業
に
於
け
る
生
産
諸
要
素
の
結
合
遁
桂
に
謝
し
て
経
常
的

に
、
最
高
管
理
者
で
あ
り
畳
高
統
卒
者
で
あ
れ
ぽ
足
り
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
企
業
指
導
者
の
概
念
が
定
ま
っ
た
か
ら
、
進
ん
で
共

の
問
題
に
移
っ
て
行
か
う
。
党
づ
、
新
惜
制
下
白
企
業
指
導
者
が
負
ふ
べ
き
任
務
の
特
殊
性
に
つ
い
て
考
察
し
ゃ
う
。

党
づ
新
償
制
下
。
企
業
指
導
者
は
従
来
。
そ
れ
が
峨
能
上
連
帯
的
に
負
は
さ
れ
て

b
た、

シ
十
品
目
ヘ
エ
タ
ア
的
新
結
合
職
能
か
ら

高
度
比
解
放
さ
れ
る
に
遠
ぴ
左
い
。
近
時
。
綜
合
経
済
皐
及
び
経
替
撃
は
間
島
々
、
高
度
資
本
主
義
時
代
の
特
徴
的
現
象
と
し
て
、
資

本
D
所
有
と
経
替
と
の
分
離
傾
向
て
ム
黙
を
強
調
す
る
。
た
る
程
、
か
t
A

る
と
と
が
い
は
れ
る
揚
合
に
常
に
ひ
き
合
に
出
さ
れ
る
、

大
企
業
又
は
株
式
合
枇
企
業
に
あ
り
で
は
、
自
己
資
本
の
所
有
者
若
く
は
株
主
が
平
常
に
於
て
業
務
執
行
土
の
最
高
意
思
の
決
定
及

ぴ
最
高
統
率
に
首
る
と
と
社
〈
、
そ
の
仕
事
は
、
自
ら
選
定
し
て
設
置
す
る
特
定
人
(
重
役
)
を
し
て
職
能
的
に
と
れ
に
営
ら
じ
め
る

の
が
原
則
的
傾
向
に
た
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
責
は
存
し
て
ゐ
旬
。
し
か
し
、
自
己
資
本
の
所
有
者
又
は
株
主
は
、
か
も
ゐ
る
最
高
管
理

m山

機
闘
を
自
ら
の
手
で
設
置
し
監
替
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
し
、
而
し
て
か
h

る
行
局
自
憶
が
重
要
注
最
高
意
思
の
決
定
で
あ
る
と
い
へ

る
か
ら
、
所
有
と
経
替
と
白
分
離
は
今
日
迄
白
と
と
る
、
事
実
。
上
に
於
て
は
未
だ
完
全

ι寅
現
し
て
ゐ
る
諮
の
も
の
で
は
左
い
白

で
あ
る
。
た
だ
、
と
も
か
く
近
時
D
大
企
業
に
於
て
は
自
ら
が
歯
該
企
業
資
本
白
完
全
所
有
者
た
る
と
否
と
に
不
胸
、
事
責
上
で
は

経
常
的
最
高
管
理
者
た
る
地
位
陀
あ
る
者
が
企
業
活
動
の
内
容
に
於
け
る
諸
要
素
結
合
に
閲
す
る
決
意
及
び
と
れ
が
起
動
的
執
行
白

重
要
任
務
を
併
せ
櫓
営
ず
る
傾
向
が
、
益
%
、
顕
著
に
友
っ
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
今
日
ま
で
の
企
業
指
導
者
に
は
事
賓
と

最小手段のま且求を導〈。 そLて、 それは自ら凶家的公徒と 訴する vgl
P~òduktivität Ilnd -Rentavilitat in der Volkswirbchaft von H. Stackelbe::g 
in Tahrbiich目曲rNationalokonomie und Statistik， Band 142， 8.269 
升骨Si3"J統制には、直接に国家的構力より資するも四と闘家白委任に基〈士共
闘世又は公益圏世豊田手によって行はれるも白との二植がるり得る。
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し
て
シ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
的
企
業
者
の
任
務
が
連
帯
的
に
附
著
し
亡
ゐ
て
、
具
徳
的
に
は
企
業
指
導
者
の
任
務
が
企
業
者
任
務
と
結
び

つ
い
て
同
一
人
の
上
に
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
白
で
あ
る
。
然
る
に
、
新
瞳
制
下
の
企
業
指
導
者
は
此
の
鮪
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
負
播

を
軽
減
さ
れ
る
己
止
に
紅
ら
う
。
帥
ち
、
車
純
な
る
統
制
経
済
白
域
よ
り
も
逢
に
進
ん
で
、
高
度
図
防
闘
家
建
設
て
ふ
一
義
的
目
的

の
震
に
要
請
さ
れ
る
一
角
度
計
劃
的
経
済
統
制
白
強
化
は
、
生
産
部
門
白
選
揮
、
投
資
の
規
模
、
生
産
要
素
投
用
方
法
、
賃
銀
、
債
格
、

利
潤
、
経
理
組
織
等
諸
企
業
嬰
素
に
闘
し
て
、
法
令
や
統
制
閲
悌
等
白
子
主
以
て
、
益
々
強
化
さ
れ
る
外
部
的
制
約
を
加
へ
る
に
至

る
白
を
避
け
難
い
で
あ
ら
う
。
箇
々
白
企
業
自
閣
の
立
揚
陀
於
け
る
活
動
内
容
自
決
D
範
圏
は
益
々
狭
め
ら
れ
、
極
め
て
局
限
さ
れ

包

た
も
白
に
た
る
白
は
、
必
至
の
勢
と
見
る
ペ
雪
で
あ
る
。
邸
ち
、
企
業
指
導
者
か
ら
シ
ユ
ベ
エ
タ
ア
的
企
業
者
職
能
の
負
捨
が
大
い

に
取
去
ら
れ
る
こ
と
に
在
る
白
で
あ
る
。
新
償
制
下
に
於
て
も
、
企
業
に
於
け
る
創
意
の
重
要
性
大
注
る
乙
と
が
屡
々
指
摘
さ
れ
、

又モ
D
事
の
良
貨
な
る
は
否
定
し
持
友
い
a

だ
が
、
事
責
に
於
て
箇
々
の
企
業
に
於
け
る
活
穣
注
ス
吋
創
意
性
と
高
度
計
劃
的
統
制
白

強
化
と
は
相
容
れ
ざ
る
二
律
背
反
的
要
請
で
後
者
の
鴻
に
前
者
の
大
な
る
制
限
は
新
健
制
下
に
免
れ
難
き
必
歪
で
あ
る
。
さ
で
、
右

の
賄
だ
け
か
ら
考
へ
る
た
ら
ぽ
、
新
償
制
下
の
企
業
指
導
者
は
従
来
よ
り
も
大
い
に
を
の
任
務
上
の
負
捻
を
軽
減
さ
れ
る
と
い
へ
る

の
だ
が
、
そ
白
代
り
に
、
従
来
経
験
し
左
か
っ
た
新
な
る
特
殊
D
任
務
が
彼
等
に
負
は
さ
れ
る
必
然
性
陀
注
目
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
。
そ
れ

は
、
新
腿
制
下
白
企
業
の
新
性
格
と
企
業
指
導
者
の
同
有
の
地
位
と
よ
り
来
'
る
必
然
的
要
請
に
根
擦
を
持
つ
。

第
一
に
、
企
業
指
導
者
は
、
そ
の
配
下
従
業
者
全
員
が
、
心
か
ら
事
業
一
値
的
に
協
力
し
て
峨
域
奉
公
の
宅
誠
を
議
し
、
以
て
産

業
上
自
活
動
を
通
じ
て
皇
業
翼
賛
の
大
任
を
完
途
し
得
る
潟
白
主
惜
的
基
礎
傑
件
と
し
て
、
各
自
が
園
惜
的
臣
道
精
神
を
人
格
的
に

消
化
悌
得
す
る
も
の
と
一
た
り
得
る
錫
に
、
先
づ
身
を
以
て
そ
の
箱
鑑
と
た
り
原
動
力
と
た
り
指
導
者
と
な
る
べ
き
任
務
を
負
ム
の
で

新
世
制
不
自
企
業
と
そ
の
指
導
者
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K~ Oberparleiter， ，. Risiko llnil UnternehlTHlng" I-Rd. von K. Meithner， 
Betriel】 undUnternehmung， Festausgabe印rJ. Ziegler， S. 41及び高田博士、
紅狩吊新講第一巻、，82頁以下議開。
A. Schumpeter， Unternehmer， Handwo宵terbuchder Staat日vissenschaften，4 
Au且.Bd. VIII. S. 482. 
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新
世
制
下
回
企
業
ル
」
そ
目
指
導
者

四

あ
る
。
抑
と
新
飽
制
下
の
粧
済
組
織
D
機
構
的
原
理
は
、
速
に
偉
統
的
原
理
た
る
自
由
主
義
利
潤
主
義
賃
銀
主
義
出
世
主
義
を
止
揚

し
て
、
園
家
的
公
谷
至
上
主
義
と
計
劃
的
統
制
主
義
と
に
特
換
す
ベ
昔
も
白
た
る
と
主
が
要
請
さ
れ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
に
於
で
は
、
侍
統
的
原
理
が
深
く
人
聞
の
一
般
的
自
然
的
性
情
に
根
ざ
す
と
と

L
並
び
に
停
統
的
原
理
が
長
青
慣
習
的
惰
性
に

よ
っ
て
培
養
さ
れ
て
来
た
こ
正
L
を
顧
み
、
他
方
に
於
て
箇
人
又
は
部
分
塞
闘
白
持
つ
智
的
能
力
に
大
抵
る
限
界
が
免
れ
ざ
る
己
と

を
思
ム
な
ら
ば
、
前
通
せ
る
草
新
的
機
構
原
理
主
確
立
し
て
、
こ
れ
の
完
全
友
る
運
用
に
上
っ
て
園
防
園
家
的
生
産
披
充
を
寅
現
ナ

る
に
ほ
、
直
接
又
は
間
接
に
‘
強
〈
園
家
的
権
力
K
ょ
う
亡
裏
づ
け
ら
れ
た
精
密
な
る
岡
家
本
位
的
計
劃
経
済
制
度
が
整
備
確
立
せ

ら
れ
呂
E
と
の
必
要
性
を
否
定
す
る
と
と
が
出
来
危
い
。
か
く

τ
、
産
業
上
の
凡
て
の
峨
能
者
は
強
構
的
勢
力
に
鴎
束
さ
れ
て
外
部

か
ら
そ
の
行
動
一
切
を
制
約
さ
れ
る
も
の
と
友
ら
し
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
此
の
際
そ
れ
と
同
時
に
吾
人
は
次
白

諸
鮪
の
一
上
忙
も
息
を
走
せ
る
必
要
が
あ
る
と
恩
ム
。
邸
ち

ω人
白
行
動
に
針
す
る
外
部
的
強
制
白
作
用
的
数
果
に
は
自
ら
或
る
限
界

の
存
す
る
E
と
が
免
れ
泣
い
。
強
制
力
の
及
ぼ
宮
、
る
い
は
ピ
民
杢
的
生
活
領
域
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ω行
動
主
棋
白
内
面
的
、
性
格

的
欲
求
と
外
部
的
強
制
の
要
求
と
の
聞
に
何
等
か
の
矛
盾
的
封
立
関
係
が
あ
る
揚
合
に
は
、
そ
の
衝
突
が
妨
碍
囚
ム
一
在
。
て
、
外
部

的
強
制
の
欲
す
る
方
向
に
行
動
主
憾
D
全
能
力
白
稜
揮
を
期
待
し
難
い
て
ふ
心
理
的
事
情
が
あ
る
。
同
州
皇
国
産
業
人
は
産
業
上
の
機

能
的
契
機
た
る
と
同
時
に
副
民
で
あ
り
、
臣
子
で
あ
る
。
敢
に
、
た
だ
産
業
的
契
機
と
し
て
機
械
的
に
そ
の
機
能
を
某
ナ
白
み
で
は

た
く
て
、
進
ん
で
園
躍
的
巨
道
視
を
自
ら
人
格
的
に
消
化
措
現
す
る
と
と
に
な
ら
ね
ぽ
一
な
ら
な
い
。
以
上
の
諸
献
を
風
呂
註
ち
ば
、

新
償
制
下
忙
於
で
制
度
と
し
て

D
革
新
的
経
済
機
構
が
確
立
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
更
に
全
産
業
人
、
全
維
業
員
の
主
瞳
的
性
格
の
上

に
も
、
速
忙
新
腿
制
的
原
理
白
線
に
泊
へ
る
根
本
的
革
新
白
驚
ら
さ
れ
る
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。
即
ち
‘
各
従
業
員
は
速
に
、
箇
人

中山、東畑曹、ジユムイ【ダ【組開設艮円理論r83頁以下垂i問。
事貨はさうでも、我が現行商法上田規定はさうでない。 又嘗濁逸商法に於て
も、株主総脅は骨枇業務の事項一切につき(定款との矛盾を除けぽ)有主主な決
議を行ひ得た。 但し、新調遁商法では(株式出103臨)、株式曾枇白業務執行
に闘して株主総曾の離限に重大なる制限E設けて取締役糠白根本的強化を定
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主
義
的
世
界
観
と
利
己
主
義
的
生
活
態
度
と
を
時
脆
し
て
、
企
業
全
員
の
一
倍
的
協
力
と
職
域
奉
公
と
の
一
一
原
理
を
基
底
と
し
て
大

業
翼
賛
に
至
誠
を
蓋
す
と
と
に
最
高
の
一
意
義
を
見
出
す
主
鰹
的
性
格
を
確
立
せ
ね
ぽ
た
ら
な
い
。
此
の
揚
合
、
企
業
目
指
導
者
は
企

業
従
業
百
を
成
員
と
す
る
構
成
般
的
枇
曾
組
織
に
於
い
て
白
彼
D
狛
特
の
地
位
に
制
約
さ
れ
て
、
正
に
指
導
者
的
任
務
を
負
は
ね
ぽ

た
ら
ね
。
即
ち
、
企
業
の
指
導
者
は
率
先
し
て
園
閥
的
臣
道
観
と
皇
民
的
生
清
原
理
と
を
消
化
し
て
、
賞
践
に
よ
っ
て
と
れ
骨
具
購

的
に
寅
現
し
、
以
て
、
全
従
業
員
に
於
け
る
右
白
如
音
性
格
的
革
新
と
い
は
y
皇
園
産
業
道
的
新
経
営
精
一
岬
の
自
由
党
的
確
立
と
の
鵠

に
、
白
ち
醗
酵
原
憾
と
た
り
、
自
ら
原
動
力
た
る
べ
曹
任
務
を
課
せ
ち
れ
る
誌
で
あ
る
。

第
二
に
、
企
業
指
導
者
は
一
切
の
直
接
、
間
接
り
生
産
要
素
D
使
用
数
呆
を
園
家
本
位
的
に
最
高
能
率
化
す
る
に
就
て
企
業
内
的

指
導
者
た
る
任
務
を
負
ふ
。
従
来
の
企
業
原
理
は
利
潤
至
上
主
義
性
の
も
の
で
あ
っ
た
に
不
拘
、
否
正
に
そ
の
放
に
と
モ
、
各
種
生

産
要
素
の
使
用
方
法
の
生
産
的
合
理
化
が
と
か
く
第
二
義
的
問
題
と
し
て
取
扱
は
れ
、
寧
γ
λ

ツ
凋
占
細
織
の
強
化
、
好
景
気
の
遁
求
、

持
働
諸
傑
件
の
低
劣
化
に
第
一
義
的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
と
い
ム
傾
向
が
あ
っ
た
。
新
瞳
制
下
に
於
て
、

一
切
の
生
産
要
素
が
い
づ

れ
も
貴
重
た
る
園
家
資
源
た
る
と
と
D
認
識
が
確
立
さ
れ
る
友
ら
ぽ
、
事
業
組
織
の
合
理
化
、
生
産
の
計
刻
化
、
及
び
一
般
技
術
の

改
善
向
上

P
基
礎
と
し
て
、
諸
生
産
要
素
が
良
質
廠
債
白
原
理
に
沿
ふ
て
、
岡
家
本
位
的
最
高
能
率
聖
護
昨
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
れ

ら
の
結
に
就
て
新
館
制
下
忙
企
業
内
創
意
白
後
地
が
漸
次
狭
く
な
る
が
許
さ
れ
た
範
閏
で
企
業
内
的
努
力
が
一
注
さ
れ
ね
ば
た
ら
む
。

第
三
に
、
企
業
指
導
者
は
努
働
力
の
培
養
に
つ
い
て
、
直
接
D
最
高
管
理
者
た
る
任
務
を
負
ム
。
新
艦
制
的
企
業
原
理
よ
り
見
れ

ば
、
最
早
、
持
働
力
は
利
潤
手
段
で
は
左
〈
て
、
図
家
的
生
産
要
素
で
あ
り
、
更
に
貴
重
た
る
皇
民
で
あ
る
。
企
業
指
導
者
は
、
そ

の
配
下
の
従
業
者
が
そ
れ
白
樺
白
新
煙
制
的
性
格
の
線
に
泊
ひ
て
、
戦
時
経
済
的
生
活
保
全
を
遂
げ
得
る
錫
の
、
物
的
、
駐
合
的
諸

新
堕
制
下
の
企
業
と
そ
白
指
導
者

主E

めた。(大隅、八木、大森謀、現代丹園法典叢書潤謹商法][248頁)
改正耕輔遜商法でも、株主純骨は監査役を選任L、監査役が取締役を選任ず
る。故に株主純命は間接に取締伎の選任を制約Lてゐる。(新聞逸商法株式法
76時87時)日本現行向告が株主税、曾に県へてゐる搭限D強大性は、蕊に指摘す
るまでもない。
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新
償
制
下
白
企
業
主
そ
白
指
導
者

日
一
一
六

保
件
の
整
備
白
震
に
最
高
白
直
接
管
理
者
た
る
配
慮
を
蓋
さ
ね
ば
左
ら
ね
。
そ
れ
は
資
本
主
義
的
持
務
管
理
と
は
具
っ
て
来
る
。

以
上
に
新
関
制
ド
の
企
業
指
導
者
の
特
殊
的
仔
務
を
見
売
。
次
に
新
情
制
下
に
於
け
る
企
業
指
導
者
設
世
の
制
度
的
機
構
に
就
て

考
察
し
ゃ
う
。
要
約
し
て
い
へ
ば
、
新
山
山
田
制
下
の
企
業
指
導
者
設
置
の
制
広
的
機
構
は
、
安
の
二
原
理
主
法
礎
と
し
て
決
定
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

一
は
、
企
業
指
導
者
設
置
の
際
に
、
過
去
の
素
養
と
業
績
と
を
見
て
、
前
漣
せ
る
企
業
指
導
者
白
任
務
途
行
上
白
泊

格
者
を
得
る
乙
と
で
あ
る
。
一
一
は
、
夫
々
の
企
業
の
上
で
現
賞
忙
企
業
指
事
者
白
樺
能
が
執
行
さ
れ
る
に
常
り
、
権
能
の
飢
用
と
業

務
の
荒
怠
と
を
防
衛
す
る
鴻
め
、
己
れ
に
劃
し
て
何
等
か
相
官
の
責
任
保
件
を
附
着
せ
し
め
得
る
と
と
で
あ
る
。

凡
そ
、
新
鵠
制
的
経
済
機
構
は
個
人
主
義
と
向
由
主
義
と
忙
封
し
て
柏
容
れ
ざ
る
性
格
D
も
り
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
、
資
本
白
所

有
者
が
任
意
に
且
つ
営
然
に
、
自
ら
企
業
指
導
者
と
た
り
或
は
他
人
を
し
て
代
っ
て
企
業
指
導
者
た
ら
し
め
得
る
の
建
前
に
立
っ
と

己
る
の
、
現
行
の
関
係
法
制
原
理
に
は
根
本
的
反
省
の
一
加
へ
ら
る
べ
き
必
要
が
存
し
て
ゐ
る
。

一
般
的
に
い
へ
ば
、
企
業
指
導
者
の

設
置
に
闘
す
る
革
新
的
制
度
機
構
は
、
何
等
か
の
公
的
機
闘
に
よ
っ
て
、
企
業
指
導
者
た
る
べ
き
も
白
の
墜
歴
、
経
験
、
性
格
等
に

闘
す
る
箇
別
的
審
定
が
行
は
れ
、
と
れ
に
上
り
人
物
的
適
格
性
を
確
保
し
得
る
震
の
客
観
的
保
詮
を
具
備
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
た

ら
ぬ
。
此
の
揚
合
の
公
的
機
関
と
し
て
は
種
々
左
る
も
の
が
あ
り
得
ゃ
う
。
園
家
的
官
憲
組
織
、
経
済
部
門
的
統
制
固
位
、
各
箇
企

業
内
O
産
業
報
園
舎
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
り
如
昔
は
、
一
定
人
物
。
過
去
白
諸
内
容
的
徴
去
に
針
ず
る
客
観
的
審
定
に
よ
っ
て
‘

モ
凸
住
務
。
達
成
を
保
詮
し
得
る
外
部
的
要
件
白
一
宇
を
明
か
に
ナ
る
に
過

F
た
い
。
別
に
、
現
賞
。
企
業
指
導
峨
務
執
行
白
過
程

に
於
け
る
機
能
乱
用
と
職
務
荒
怠
と
が
内
雨
的
、
自
働
的
に
橡
防
さ
れ
得
る
潟
に
、
峨
務
相
営
の
責
任
能
力
佐
保
詮
し
得
る
傑
件
が
具

備
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
友
ち
丸
。
責
任
能
力
は
、
樺
能
低
用
又
は
職
務
荒
怠
に
伴
っ
て
一
定
の
自
己
負
擦
の
後
生
を
可
能
左
ら
し
あ
る

恭
礎
で
あ
る
。
と
と
い
ふ
に
自
己
負
捨
D
主
要
な
る
も
白
と
し
て
は
、
経
済
的
損
夫
と
地
位
待
過
D
喪
失
ど
の
二
一
つ
が
考
へ
ら
れ
る

が
、
企
業
指
導
者
の
職
務
に
就
て
は
前
者
白
自
己
負
捨
に
封
し
一
居
重
要
な
設
果
的
窓
義
主
認
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
職
務
の

尤も、今日まで旧資本主義的調占粗椴下に於 c、訪事白音量地が臨められたり、
或はえカルテル、 コンツ江ルン、年にて箇々白企業に加はるタト部的指骨が高
度化ナるに従って、箇々の企業で白シユムベヱタア的企業者職能は[斬究減退
して来たのである o(J. Gcrhar-dt， Unlernehlllertulll und Wirtschaftsfuhung. 

I930， S. 169.) 
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過
怠
か
ら
生
十
る
圃
民
経
済
的
損
害
は
普
通
に
可
能
な
箇
人
白
地
位
喪
失
て
ふ
責
任
?
は
賓
際
環
防
し
得
な
い
程
大
き
い
。

新
償
制
下
に
於
吋
る
企
業
指
導
者
設
置
の
制
度
的
機
構
が
、
如
何
に
具
酬
開
化
せ
ら
る
ぺ
ま
か
は
、
前
述
せ
る
三
原
理
主
粧

と
し
、
箇
々
白
企
業
の
規
模
と
従
業
産
業
部
門
の
種
類
と
を
緯
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
容
易
に
合
理
的
解
決
を
得
ペ
き
問
題

で
島
る
。
し
か
し
、
最
早
今
乙
己
で
そ
れ
の
具
閥
的
内
容
に
関
す
る
考
察
P
績
け
る
徐
裕
を
持
っ
て
ゐ
友
い
か
ら
、
そ
れ
は

別
白
機
舎
に
待
た
ね
ば
な
ら
ね
。
た
だ
、
己
れ
に
つ
い
て
一
言
ず
る
な
ら
ば
、
次
白
如
き
と
と
が
い
は
れ
得
ゃ
う
。
印
ち
、

一
定
範
時
悼
の
企
業
の
指
撃
は
、
企
業
の
所
有
者
又
は
そ
れ
の
選
定
す
る
も
の
が

共
の
任
に
門
前
り
叉
一
定
範
鳴
の
企
業
の
指
導
者
は
一
部
は
企
業
の
所
有
者
叉
は
そ
れ
の
選
定
す
る
者
が
而
し
て
他
の
一
部
は

直
接
に
常
該
企
業
に
所
有
的
関
係
を
持
た
ね
公
的
機
関
の
選
定
す
る
者
が
と
れ
に
箇
呂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
在
ほ
、
企
業
D

所
有
者
又
は
モ
れ
の
選
定
す
る
者
が
指
導
者
と
な
る
揚
合
に
は
、
任
務
に
刑
制
す
る
誼
格
能
力
者
の
確
保
を
保
詮
し
得
る
震
に
、

企
業
の
規
模
と
部
門
の
種
類
と
か
ら
見
で
、

前
週
せ
る
如
き
公
的
機
関
の
資
格
審
定
を
保
件
と
し
て
、

E
れ
に
認
可
を
興
へ
る
制
度
を
確
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し

て
、
た
と
へ
法
人
的
形
態
の
企
業
に
於
て
所
有
者
即
ち
株
主
そ
の
他
の
持
介
者
が
企
業
指
導
者
の
設
置
に
就
て
少
〈
共
一
定

程
度
に
干
奥
様
を
輿
へ
ち
る
べ
き
も
の
と
し
て
も
、
所
有
者
忙
し
て
指
導
者
た
ら
ざ
る
も
の
の
外
部
的
干
渉
主
排
除
し
以
て

日
常
業
務
の
執
行
に
闘
し
と
は
、

mm 

的
に
制
限
ナ
ペ
き
制
度
が
併
せ
て
確
立
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。

E
首
た
る
指
導
者
機
能
白
強
化
を
結
保
し
得
る
溺
に
、

単
純
問
有
者
の
干
渉
穫
を
本
質

以
上
白
諸
制
度
が
確
立
さ
れ
て
企
業
指
導
者
が
そ
の
任
務
を
全
う
す
れ
ば
、
地

J

く
ム

L

も
企
業
指
導
者
に
闘
す
司
令
面
よ
り
見

た
る
限
り
忙
於
て
、
新
開
制
的
経
済
機
構
に
於
け
る
園
家
的
公
的
生
産
機
闘
と
し
て
の
企
業
の
本
質
的
機
能
が
充
分
に
後
揮

せ
L
め
ら
れ
得
ペ
き
客
観
的
基
礎
液
に
始
め
て
備
は
る
い
へ
る
。

新
世
制
下
回
企
業
主
そ
目
指
導
者

七

末梢的技摘に闘する創意には勿論活動向傍唱が残されでその意義また勿論極
視すべきものではない。
間家本性的経済機構に於ける責任能力の意義が筒人主義的公E維持白原理に
根擦を有せぬは封請である。而Lて、ー定の自己負措感白墜迫によって夫々
白佳務達成、白努力を内面的に刺戟せんとする困謀本位的責任制度は、一面
に利己主義的心理由利用を高時ずるりれども、現質的事情白Ij-ll'.ζ それり合理
的根鵡を持ワとき札ねばなら由。
新調講師法株式;語>03峰は「業務執行上ノ問題z 付テハ、株主糟曾ノ、取締役ノ
箭求アルトキ=限 p、コレガ決定ヲナスコトア待」と定めてゐる。

22) 

23) 

24) 




